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事例集の構成
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○○県○○市

事例のポイント

人口（規模）
面 積
保 護 率
位 置

開 始 時 期

対 象 者

対 象 年 齢

運 営 形 態

実 施 形 態

事 業 内 容

生 活 支 援 の
概 要

アセスメント
/プランシート

実 施 場 所

事 業 予 算

所 管 部 署

１．事業概要

No.○ ○ ～ ○○万人 委　託 集合型

３．生活習慣・環境改善に関する取組

２．事業の背景

６．事業のポイント

５．取組のプロセスにおける課題と対応

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

７．事業の成果

８．今後の課題・展望

●事例集の使い方
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Ｎｏ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

地域 北海道 東北 関東 関東 関東 中部 中部 中部 近畿

自治体名 北海道
帯広市

宮城県
岩沼市

埼玉県
越谷市

東京都
足立区

東京都
杉並区

新潟県
南魚沼市

静岡県
静岡市

愛知県
刈谷市

三重県
鳥羽市

人口規模 10～ 50万 ３～5万 10～ 50万 50万～ 50万～ 5～ 10万 50万～ 10～ 50万 ～3万

事業開始年度 2011 2014 2015 2015 2013 2016 2015 2016 2017

運営形態
（直営、委託） 委託 委託 委託 直営 +委託 委託 委託 委託 直営 委託

実施形態
（集合型、訪問型）

集合型 集合型＋訪問型 集合型＋訪問型
学習：集合型 
生活：

集合型＋訪問型
集合型 集合型＋訪問型 集合型 集合型＋訪問型 集合型

対象年齢 小学１年生
～高校生

小学４年生
～20歳

中学生～ 
高校生

小学１年生
～高校生

小学１年生
～高校生

小学１年生
～20歳

小学１年生
～高校生

小学５年生
～中学3年生

小学４年生
～中学 3年生

地域資源を活用している事例 
※担い手や支援員に住民や学
生を活用したり、学校や空き家
等を支援の場として活用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域課題を上手に解決し、事
業構築を行っている事例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業実施による効果・成果の
出ている事例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定量的な
目標を設
定している
事例

利用者に対する目
標を設定 ○ ○

事業の目標を設定 ○ ○ ○

マネジメン
トプロセス
に特徴が
見られる
事例

アンケートを実施 ○ ○ ○

特徴的な周知方法
を実施 ○ ○ ○ ○

生活支援において
訪問型を活用して
いる（集合型より
訪問型の方が実利
用者人数が多い）

○ ○

世帯全体（保護者）
の支援に積極的に
取り組んでいる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○

支援体制
（ 組 織・
人材・財
政等）が
充実して
いる事例

学校と連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校（教育委員会）
以外の関係部署・
機関との連携

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活支援を充実さ
せるためのイベント
を開催

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特徴的な支援員
（担い手）の配置 ○ ○ ○ ○ ○

子どもの生活習慣・環境改善
に関する利用者のニーズが特に
高いと考えられる事例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

時代を捉えた先進的・効果的な
事例 ○ ○ ○

●事例一覧表
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Ｎｏ. 10 11 12 13 14 15
スタートアップ事例

1 2 3

地域 近畿 中国・ 
四国 九州 関東 近畿 九州 東北 関東 中国・四国

自治体名 京都府
京丹後市

広島県
東広島市

福岡県
田川市 神奈川県 奈良県 沖縄県 秋田県

鹿角市
群馬県
富岡市

広島県
府中市

人口規模 5～ 10万 10～ 50万 3～ 5万 都道府県 都道府県 都道府県 3～ 5万 3～ 5万 3～ 5万

事業開始年度 2013 学習：2015 
生活：2017

学習：2016 
生活：2012 2010 学習：2015 

生活：2016
学習：2011 
生活：2015 2019 学習：2016 

生活：2019 学習：2017

運営形態
（直営、委託） 直営 学習：委託 

生活：直営 直営 直営 +委託 委託 直営 +委託 委託 委託 委託

実施形態
（集合型、訪問型）

集合型＋訪問型 学習：集合型 
生活：訪問型

学習：
集合型＋訪問型 
生活：訪問型

集合型＋訪問型 集合型＋訪問型 集合型＋訪問型 集合型 集合型＋訪問型 集合型＋訪問型

対象年齢 小学１年生
～中学3年生

小学 1年生
～高校生

小学 5年生
～高校生 0～ 20歳 小学１年生

～高校生
小学 1年生
～高校生

小学４年生
～高校生

小学１年生
～高校生

小学４年生
～高校生

地域資源を活用している事例 
※担い手や支援員に住民や学
生を活用したり、学校や空き家
等を支援の場として活用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域課題を上手に解決し、事
業構築を行っている事例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業実施による効果・成果の
出ている事例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定量的な
目標を設
定している
事例

利用者に対する目
標を設定 ○

事業の目標を設定 ○ ○

マネジメン
トプロセス
に特徴が
見られる
事例

アンケートを実施 ○

特徴的な周知方法
を実施 ○ ○ ○

生活支援において
訪問型を活用して
いる（集合型より
訪問型の方が実利
用者人数が多い）

○ ○ ○ ○ ○

世帯全体（保護者）
の支援に積極的に
取り組んでいる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ○ ○ ○ ○

支援体制
（ 組 織・
人材・財
政等）が
充実して
いる事例

学校と連携 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校（教育委員会）
以外の関係部署・
機関との連携

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体験活動等の実施 ○ ○ ○ ○ ○

特徴的な支援員
（担い手）の配置 ○ ○ ○ ○ ○

子どもの生活習慣・環境改善
に関する利用者のニーズが特
に高いと考えられる事例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

時代を捉えた先進的・効果的
な事例
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北海道帯広市

居場所づくりを重視し、小中学生それぞれの
ニーズに対応した支援を実施

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

16.6 万人
649.34㎢
29.2‰（令和元（2019）年12月現在）

開 始 時 期 平成 23（2011）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯 ( 就学援助の対象世帯 )

対 象 年 齢 小学１年生～高校３年生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型

事 業 内 容 学習・生活支援事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、居場所での相談支援・助言、居場所でのスポーツ・レクリエーション、居場所
以外の場でのスポーツ・レクリエーション、調理実習、農業体験、電話やメールによる個別相談、
奨学金等の情報提供・制度の紹介

アセスメント
/プランシート

アセスメントシート：出席状況、家庭環境、健康状態、学校での状況、進路の意向、保護者・
本人の希望
プランシート：生徒目標、支援目標、支援内容

実 施 場 所 小学生：委託先提供施設
中学生・高校生：委託先法人施設

事 業 予 算 小学生： 2,082 千円
中学生・高校生：4,500 千円

所 管 部 署 保健福祉部保護課
(組織再編の為、令和２（2020）年４月より市民福祉部生活支援室生活支援第１課に変更 )

１．事業概要

No.1 10 ～ 50 万人 委　託 集合型
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３．生活習慣・環境改善に関する取組

２．事業の背景

●居場所の提供

●SNSを活用した相談支援（高校生）
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 保健福祉部保護課

連 携 部 署 教育委員会、生活保護所管部署

連 携 機 関 自立相談支援機関

実施体制図

教育委員会

事業の周知

保健福祉部保護課 ※

小学生
NPO法人

中学生・高校生
社会福祉法人

事業の実施

自立相談支援機関

世帯の課題の確認

子ども食堂

食事の提供

連携

連携部署 実施機関 利用者

利用

委託
連携・情報共有

連携・情報共有

申込・相談

周知

申込・相談（必要に応じ世帯の相談）

・生活保護受給世帯

●実施頻度

●支援スタッフの体制

参加
・生活困窮者世帯
（就学援助対象世帯）

連携機関

※組織再編の為、令和２（2020）年４月より市民福祉部生活支援室生活支援第１課に変更
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）



10

７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 

成果測定 

成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 

成果・評価

●事業の周知

●送迎支援による保護者の負担軽減

６．事業のポイント
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８．今後の課題・展望
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人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

4.4万人
60.45㎢
8.07‰

開 始 時 期 平成 26（2014）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯

対 象 年 齢 小学 4年生～20 歳

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、居場所事業、訪問型学習支援及び生活支援

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所以外の場でのスポーツ・レクリエーション、宿
泊を伴うレクリエーション、企業見学・職業体験、随時の対面相談の実施、電話やメールによ
る個別相談、家庭訪問による対面相談、子どもの送迎時における対面相談、奨学金等の情報
提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート

・家庭環境、成育歴、学習状況、エコマップ等
・中期目標、月次目標等

実 施 場 所 委託先が用意した事業実施施設

事 業 予 算 12,988千円

所 管 部 署 健康福祉部社会福祉課

宮城県岩沼市

隣接する大都市の社会資源を活用した事業を展開

１．事業概要

No.2 ３～５万人 委　託 集合型＋訪問型



13

２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●体験型イベントによる機会づくり

●子ども食堂との連携

●ソーシャルワーカーによる専門的な体制

●アセスメントシート・プランシートについて
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●実施頻度

●利用実数

●委託先との契約方法

●対象利用者について

●支援員と研修

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 健康福祉部社会福祉課

連 携 部 署 児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署

連 携 機 関
児童相談所、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、児童養護施設、自立支援機関、小学校、
中学校、高校、学習塾、NPO・ボランティア団体、民間企業、子ども食堂・フードバンク、
医師会・医療機関、一般社団法人

実施体制図

児童福祉部署、
教育委員会、生
活保護所管部署

健康福祉部社会福祉課

NPO法人 アスイク

連携部署 実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・児童扶養手当受給世帯

児童相談所、民生委員・児童委
員、社会福祉協議会、児童養護
施設、自立支援機関、小学校、
中学校、高校、学習塾、NPO・
ボランティア団体、民間企業、
医師会・医療機関

連携機関

連携 委託

周知

申込
参加

子ども食堂
フードバンク

食事提供

体験型
イベント

生活支援

一般社団法人
NPO法人
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５．取組のプロセスにおける課題と対応
●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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●他都市の社会資源の有効活用

●学校との連携

●医療機関との連携

●訪問による支援

●周知

●早期発見のための工夫

●利用しやすい工夫

６．事業のポイント
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８．今後の課題・展望

７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 

成果測定 

成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価
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埼玉県越谷市

近隣市と相互利用可能な学習教室と、家庭訪問から社会性
の育成、自立を目指す。学習と生活の両輪の支援を実施

人 口
面 積
保 護 率

位 置

34.5 万人
60㎢
1.26‰

開 始 時 期 平成 27（2015）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯

対 象 年 齢 中学生～高校生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別の学習支援、居場所の常時設置、日常生活の支援、職業体験、体験活動、保護者への支援、
家庭訪問による支援

生 活 支 援 の
概 要 居場所の常時設置、日常生活の支援、職業体験、家庭訪問による支援

アセスメント
/プランシート 進路について、学校の登校状況、学習レベル、家庭状況

実 施 場 所 委託先の施設

事 業 予 算 18,000 千円

所 管 部 署 福祉部生活福祉課

１．事業概要

No.3 10 ～ 50 万人 委　託 集合型＋訪問型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●家庭訪問による信頼関係の構築や社会性の育成を重視

●子どもの状況に合わせた家庭訪問や学習計画の見直し

●職業体験等の体験活動を充実

●自立を見据えた学習・生活の両輪の支援
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 福祉部生活福祉課

連 携 部 署 福祉部、子ども家庭部、教育委員会

連 携 機 関 民生委員・児童委員、自立相談支援機関、中学校、高等学校、スクールソーシャルワーカー、
子ども食堂・フードバンク、三郷市、八潮市、吉川市

実施体制図

●実施頻度

●委託先と契約方法

●支援スタッフの体制

福祉部、子ども家
庭部、教育委員会

福祉部生活福祉課

外部委託先

連携部署 実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・生活困窮者世帯

民生委員・児童委員、中学校、高等学校、スクールソー
シャルワーカー、子ども食堂・フードバンク

自立相談支援機関

連携機関

三郷市、吉川市、
八潮市

連携自治体

連携 委託

連携

周知

申込

参加

相談
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６．事業のポイント

●近隣市の学習教室を相互利用

●連携により早期支援を実現

●学校や事業の教室に参加できない子どもを重点的に家庭訪問

●大学の講義での説明やホームページによるボランティアの確保

●ホームページや冊子による事業の周知

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定 

成果・評価

８．今後の課題・展望
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東京都足立区

「未来へつなぐあだちプロジェクト」で部局を越えた
「居場所を兼ねた学習支援」事業を週６日展開

人 口
面 積
保 護 率

位 置

69.1万人
53.3㎢
35.8‰（令和元（2019）年12月現在）

開 始 時 期 平成 27（2015）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、ひとり親世帯、
生活困窮者自立相談支援を利用し区長が特に認めた世帯

対 象 年 齢 主に中学1年生～高校 3 年生

運 営 形 態 直営＋委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別の学習支援、居場所事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所でのスポーツ・レクリエーショ
ン、居場所以外の場でのスポーツ・レクリエーション、宿泊を伴うレクリエーション、調理実習、
企業見学・職業体験、農業体験、大学等学校見学、地域の祭りやボランティア活動への参加、
居場所での食事提供、保護者相談会・連絡会・交流会の開催、保護者向け説明会・講座等の
開催、随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別相談、家庭訪問による対面相談、奨
学金等の情報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、同
行支援等）、保護者の就労支援

アセスメント
/プランシート

本人状況（健康状態、部活動・習い事等）、保護者・家庭状況（同居・別居の家族、手当の受
給状況等）、関係機関との情報共有内容、支援経過

実 施 場 所 中学生向け：区内 4 拠点（北部・東部・中部・西部）
高校生向け：3分室（北部・東部・西部）

事 業 予 算 160,000 千円

所 管 部 署 足立区福祉部くらしとしごとの相談センター

１．事業概要

No.4 50 万人～ 直営＋委託 集合型＋訪問型
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３．生活習慣・環境改善に関する取組

２．事業の背景

●居場所の提供

●地域と連携した体験活動やリテラシー教育

●家庭の情報共有と課題解決支援

●家庭訪問による世帯の状況確認
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 福祉部くらしとしごとの相談センター

連 携 部 署 児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署、商工労働所管部署

連 携 機 関
保健所、社会福祉協議会、子ども家庭支援センター、児童養護施設、中学校、高校、教育
相談センター、適応指導教室、自治会、警視庁少年センター、子ども食堂・フードバンク、
NPO団体・民間企業

実施体制図

北部 東部 中部 西部
ブランチ ブランチ ブランチ

設 立 H27.8 H28.10 H28.6 H29.10 H28.8 H29.4 H30.7
定 員 60 名 30 名 60 名 30 名 90 名 60 名 30 名
登 録 人 数 36 名 22 名 31名 20 名 77名 52 名 14 名
実 施 日 週 6日 木曜のみ 週 6日 火曜のみ 週 6日 週 6日 火曜のみ

時 間

火・水・木・金
　15～21時
土・祝日
　13～21時
日・長期休暇
　10～20時

16～20時

火・水・木・金
　16～20時
土・祝日
　13～20時
日・長期休暇
　11～20時

16～19時
　　　30分

火・水・木・金
　15～21時
土・祝日
　13～21時
日・長期休暇
　10～20時

火・水・木・金
　15～20時
土・祝日
　13～20時
日・長期休暇
　10～20時

16～19時
　　　30分

委 託 先 認定NPO法人カタリバ NPO法人キッズドア 認定NPO
法人カタリバ NPO法人キッズドア

●実施頻度

福祉部くらしとしごと
の相談センター

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・児童扶養手当受給世帯
・ひとり親世帯
・生活困窮者自立相談支
援を利用し区長が特に
認めた世帯

保健所、子ども家
庭支援センター、社
会福祉協議会、児童
養護施設、中学校、
高校、教育相談セン
ター、適応指導教室、
自治会、警視庁少年

センター

連携機関

児童福祉部署、教
育委員会、生活保護
所管部署、商工労働

所管部署

連携部署

認定NPO法
人カタリバ

NPO法人
キッズドア

食事提供

委託

周知
申込

参加

子ども食堂・
フードバンク

支援員、ケースワーカー、
スクールカウンセラー、

スクールソーシャルワーカー
訪問

連携

連携

NPO団体
・民間企業

体験イベント



27

５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

●委託先と契約方法

●支援スタッフの体制
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●利用者の状況に応じた支援とスタッフの確保

●利用者の情報共有

●事業の周知

●利用しやすい環境づくり

●高校生の支援

６．事業のポイント
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７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

８．今後の課題・展望
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東京都杉並区

小学生から高校生まで学習支援と居場所を提供
「杉並中３勉強会＆アドバンス」

人 口
面 積
保 護 率

位 置

57.4万人
34.1㎢
12.7‰

開 始 時 期 平成 25（2013）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、住民税非課税世帯、
ひとり親世帯、生活困窮またはそのおそれのある世帯

対 象 年 齢 小学１年生～高校３年生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型

事 業 内 容 個別及び集団形式の学習支援、居場所事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、軽食の提供、居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所でのレクリエーショ
ン、居場所以外の場でのスポーツ・レクリエーション、調理体験、学校見学、随時の対面相談
の実施、電話やメールによる個別相談、子どもの送迎時における対面相談

アセスメント
/プランシート

連携機関、本人背景、参加回数、本人状況・利用状況、方針・目標、実施内容、達成状況、
プラン・見通し、進路（進学・就職）

実 施 場 所 委託先が用意した事業実施施設

事 業 予 算 6,083 千円

所 管 部 署 在宅医療・生活支援センター生活自立支援担当

１．事業概要

No.5 50 万人～ 委託 集合型
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３．生活習慣・環境改善に関する取組

２．事業の背景

●居場所提供事業「ほっとカフェコース」

●様々なイベントを開催
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●実施頻度

●委託先と契約方法

●支援スタッフの体制

●スタッフの育成

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 在宅医療・生活支援センター生活自立支援担当

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、生活保護所管部署、商工労働所管部署、教育委員会（済
美教育センター）

連 携 機 関 児童相談所、児童養護施設、就労支援機関、自立相談支援機関、小学校、中学校、子ども食堂、
フードバンク

実施体制図

母子保健部署、児童福祉部署、
生活保護所管部署、商工労働
所管部署、教育委員会（済美教
育センター）
スクールソーシャルワーカー
子ども家庭支援センター
社会福祉協議会

（くらしのサポートステーション）
　・支援プランの検討
　・事業の周知　等

（株）東京リーガルマインド
事業の実施

民生委員、児童委員
・事業の周知、参加呼びかけ　等

児童相談所 児童養護施設 就労支援機関 自立相談支援
機関 小学校、中学校 子ども食堂

フードバンク

連
携

連携部署・連携機関 実施機関 利用者

委託

申込

周知

参加

・生活保護受給世帯
・生活困窮者世帯
・就学援助制度利用世帯

在宅医療・生活支援
センター

生活自立支援担当
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

●周知方法の検討

●送迎支援

６．事業のポイント
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７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 
成果測定 

成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定 

成果・評価

●学習支援スタイルの拡大

●高校卒業後を視野に入れた連携先との支援の実施

●庁内での情報共有
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８．今後の課題・展望
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人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

5.6万人
584.55㎢
3.68‰

開 始 時 期 平成 28（2016）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、市町村民税非課税世帯、
ひとり親世帯、塾を利用していない世帯他

対 象 年 齢 小学1年生～20 歳（状況によって20 歳以上も検討）

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、居場所事業、訪問型学習支援及び生活支援

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、調理実習、随時の対面相談の実施、電話やメールに
よる個別相談、家庭訪問による対面相談、子どもの送迎時における対面相談、奨学金等の情
報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート

学習状況、出席状況、進路について、自分自身について（好きな科目・好きなこと・部活動・習い事・
性格等）
保護者には、家族構成、保護者自身について（仕事の有無・勤務状況・送迎の可否について）

実 施 場 所 市内の公共施設等（3か所 )

事 業 予 算

生活困窮者世帯等子どもの学習支援事業：2,740 千円
ひとり親家庭の子どもへの学習支援事業：5,459 千円
「ひとり親家庭等生活向上事業」（厚生労働省子ども家庭局事業）と一体で実施
合計：8,199 千円

所 管 部 署 福祉保健部福祉課厚生福祉係

新潟県南魚沼市

利用者の状況に応じた柔軟な対象設定、及び厚生
労働省の他事業と連携による効果的な事業の展開
１．事業概要

No.6 5 ～ 10 万人 委　託 集合型＋訪問型



37

２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●訪問型学習支援とあわせた生活環境の改善支援

●早期発見のための連携

●イベントの実施
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●実施頻度 (令和元 (2019) 年度 )

●利用実数 (令和元 (2019) 年度 )

●委託先

●支援スタッフの体制

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 福祉保健部福祉課厚生福祉係

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署、障害福祉所管部署

連 携 機 関 児童相談所、民生委員・児童委員、自立支援機関、小学校、中学校、高校、NPO・ボランティ
ア団体、民間企業、子ども食堂・フードバンク、シルバー人材センター、医師会・医療機関

実施体制図

福祉保健部福祉課厚生福祉係

社会福祉協議会

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・児童扶養手当受給世帯
・市町村民税非課税世帯
・ひとり親世帯
・塾を利用していない世帯
　　　　　　　　　　   他

児童相談所、民生委員・児童委員、自立支援機関、
小学校、中学校、高校、NPO・ボランティア団体、
民間企業、子ども食堂・フードバンク、シルバー人
材センター、医師会・医療機関

連携機関

母子保健部署、児童
福祉部署、教育委員
会、生活保護所管部
署、障害福祉所管部
署

連携部署

連携 委託
周知

申込

参加

訪問
生活支援
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在及び今後（継続）

●対象者を幅広く設定

●ひとり親家庭等生活向上事業と一体で実施

●利用者の情報と事業の方向性を共有する会議を実施

６．事業のポイント
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●周知方法

●利用しやすい工夫
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８．今後の課題・展望

●これから実施を予定している自治体へのアドバイス

７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価
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人 口
面 積
保 護 率

位 置

69.8万人
1,412㎢
13.37‰

開 始 時 期 平成 27（2015）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、支援が必要な世帯

対 象 年 齢 小学1年生～高校 3 年生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、居場所事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所でのスポーツ・レクリエーション、調理実習、
随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別相談、家庭訪問による対面相談、子どもの
送迎時における対面相談、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート なし

実 施 場 所 委託先が所有している、もしくは用意した施設

事 業 予 算 23,945 千円

所 管 部 署 子ども未来局子ども家庭課

静岡県静岡市

各団体の機能を生かすコンソーシアムでの運営と、スクールソーシャ
ルワーカーの活躍により、小学生から高校生まで幅広く支援を実施
１．事業概要

No.7 50 万人～ 委　託 集合型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組
●生活支援の要素を含む学習支援事業の実施

●利用しやすくするために送迎を実施

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 子ども未来局子ども家庭課

連 携 部 署 児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署

連 携 機 関 児童相談所、民生委員・児童委員、スクールソーシャルワーカー、小学校・中学校

実施体制図

子ども未来局
子ども家庭課

・静岡市子ども支援
   コンソーシアム
・トライグループ

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・児童扶養手当受給世帯
・支援が必要な世帯児童相談所、民生

委員・児童委員

連携機関

児童福祉部署、教育
委員会、生活保護所
管部署

連携部署
連携

委託

周知
申込

参加

スクールソーシャ
ルワーカー

小学校・中学校 情報交換

周知
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●実施頻度

学
習
支
援

主に小学生

葵区 20 名 月曜日／18:00 ～19:30

駿河区 20 名 火曜日／18:00 ～ 20:30

清水区 20 名 木曜日／18:00 ～ 20:30

主に中学生

葵区 20 名 金曜日／18:30 ～ 20:00

駿河区 20 名 火曜日／18:30 ～ 20:00

清水区 20 名 水曜日／18:30 ～ 20:00

生
活
支
援

小中学生

葵区 10 名 木曜日／18:00 ～ 20:30

駿河区 10 名 金暉日／18:00 ～ 20:30

清水区 10 名 水曜日／18:00 ～ 20:30

学
習
支
援

小中学生 葵区 20 名 木曜日／18:30 ～ 20:30

主に中学生 駿河区 10 名 火曜日／18:30 ～ 20:30

主に小学生 駿河区 10 名 金曜日／18:30 ～ 20:30

小中学生 清水区 20 名 金曜日／18:30 ～ 20:30

●委託先と契約方法

●利用実数

●支援スタッフの体制
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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●コンソーシアムとしての機能を生かした支援

●学校との連携にスクールソーシャルワーカーが活躍

●対象者や利用日、利用会場を限定せず、広く受け入れ

●スクールソーシャルワーカーを中心とした周知

●早期発見のための工夫

６．事業のポイント
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８．今後の課題・展望

７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 
成果測定　 

成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価
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愛知県刈谷市

教員OBの活用、愛知教育大学と連携した学習支
援教室の展開

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

15.3 万人
50.39㎢
4.08‰

開 始 時 期 平成 28（2016）年 8月

対 象 者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯、ひとり親世帯等

対 象 年 齢 小学５年生～中学３年生

運 営 形 態 直営

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、訪問型学習支援及び生活支援

生 活 支 援 の
概 要

教室や家庭訪問での相談支援・助言、保護者向けの訪問による個別説明、電話・メール・対
面による相談、奨学金等の情報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援

アセスメント
/プランシート 学校訪問票を作成

実 施 場 所 市の施設の一部

事 業 予 算 3,830 千円

所 管 部 署 生活福祉課生活支援係

１．事業概要

No.8 10 ～ 50万人 直　営 集合型＋訪問型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●利用対象について

●学校訪問票によるアセスメント

●学習支援の実施には保護者への支援が重要
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●実施頻度

●支援スタッフの体制

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 生活福祉課生活支援係

連 携 部 署 学校教育課、子育て推進課、生活福祉課生活保護係

連 携 機 関 市内小中学校（利用生徒の在籍する学校）、児童相談所、社会福祉協議会、就労支援機関、
愛知教育大学（教務企画課）

実施体制図

生活福祉課生活支援係

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・生活困窮者世帯
・ひとり親世帯等

児童相談所
就労支援機関
社会福祉協議会

愛知教育大学（教務企画課）
市内小中学校

（利用生徒の在籍する学校）

連携機関

生活福祉課生活保護係
子育て推進課
学校教育課

連携部署

連携 協力

周知
申込

参加

訪問
生活支援

（自立相談支援機関）
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

平成 28 年度
（H28.8月～） 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31年度

（R1.11.30 時点）
教室開催数 29 回 43 回 42 回 27 回

参加者数
中学生11人
（小学生 8人）
（高校生1人）

小学生　7人
中学生 12 人

小学生   4人
中学生 10人
高校生　2人

小学生  2 人
中学生10人
高校生  2 人

総出席数（延べ） 165人 359人 162 人 81人

訪問支援（延べ） 小学生19 回（1人） 
中学生14 回（1人） 中学生 38 回（2人） なし 中学生14 回（2人）

平均出席数
（延べ人数÷教室開催数） 5.69人／日 8.35人／日 3.86人／日 3.00人／日

※参加者については実際に来た人数であり登録人数とは異なる
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６．事業のポイント

●マンツーマンによる実施体制

●連携体制について

●事業の周知

●通いやすい環境
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７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 

８．今後の課題・展望

●これから取り組む自治体へのアドバイス
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人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

1.8万人
107.34㎢
6.0‰

開 始 時 期 平成 29（2017）年 9月

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、ひとり親世帯、生活困窮の相談のあった世帯

対 象 年 齢 小学 4年生～中学 3 年生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型

事 業 内 容 個別自主学習（個別の学習指導と居場所）

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、調理実習、保護者の相談会（個別相談）、アンケートによる意見や要望の収集
実施

アセスメント
/プランシート

＜アセスメントシートのみ＞
進路の意向、意欲、出席状況、学習状況、習い事、アレルギー、来所方法、学校からの情報
収集（就学状況、学力意欲、生活態度、保護者について、進路方針等）

実 施 場 所 市の施設の一部

事 業 予 算

子どもの学習生活支援事業：1,456 千円
ひとり親家庭の子どもへの学習支援事業：7,580 千円
「ひとり親家庭等生活向上事業」（厚生労働省子ども家庭局事業）と一体で実施
合計：9,037千円

所 管 部 署 健康福祉課生活支援係・子育て支援室

三重県鳥羽市

離島でのサテライト方式の展開も実施した
学習支援事業「YELL（エール）」
１．事業概要

No.9 ～ 3 万人 委　託 集合型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●居場所となる雰囲気作り

●年3回イベントを開催

●アセスメント・再アセスメントで家庭の状況を確認
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実 施 機 関 健康福祉課

連 携 部 署 児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署

連 携 機 関 自立相談支援機関、小学校・中学校、NPO・ボランティア団体、民間企業、子ども食堂

実施体制図

●実施頻度

●利用実数

●委託先と契約方法

●支援スタッフの体制

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

健康福祉課

社会福祉協議会

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・ひとり親世帯
・生活困窮の相談のあっ
た世帯

自立相談支援機関、
NPO・ボランティア
団体、民間企業、子
ども食堂

連携機関

児童福祉部署、教育
委員会、生活保護所
管部署

連携部署

連携

委託

周知

申込

参加

小学校・中学校

・離島の支援対象者

サテライト
（塾講師ボランティア）

再委託

参加情報
共有

コーディネーター
（教員OB）
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５．取組のプロセスにおける課題と対応
●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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７．事業の成果

●学習支援
目標値設定 
成果測定 

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

●事業の周知

●連携先との取組

●利用しやすい工夫

６．事業のポイント
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８．今後の課題・展望
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京都府京丹後市

訪問型で『人を居場所に』学習と生活環境を支援
する「子どもの学習・生活支援事業」

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

5.4万人
501.44㎢
10.2‰

開 始 時 期 平成 25（2013）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、保護脱却時に事業を利用していた世帯で継続が必要な世帯

対 象 年 齢 小学1年生～中学 3 年生

運 営 形 態 直営

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 訪問型の学習及び生活環境支援事業

生 活 支 援 の
概 要

随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別相談、家庭訪問による対面相談・学習支援、
長期休暇中のイベントへの参加支援、奨学金や各種制度の情報提供・利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート なし

実 施 場 所 対象者宅、市の所有する施設

事 業 予 算 2,679 千円

所 管 部 署 健康長寿福祉部生活福祉課総合相談支援係

１．事業概要

No.10 5 ～ 10 万人 直　営 集合型＋訪問型
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３．生活習慣・環境改善に関する取組

２．事業の背景

●訪問含め様々な相談に対応

●戸別訪問による生活環境改善

●年1回夏祭りに参加
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 健康長寿福祉部生活福祉課

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署、障害福祉所管部署

連 携 機 関 民生委員・児童委員、就労支援機関、自立相談支援機関、保育所・幼稚園、小学校、中学
校、高校、スクールソーシャルワーカー、医療機関、労働者協同組合

実施体制図

●実施頻度

●支援スタッフの体制

健康長寿福祉部
生活福祉課

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・保護脱却時に事業を
利用していた世帯で
継続が必要な世帯

母子保健部署、児童福
祉部署、教育委員会、
生活保護所管部署、障
害福祉所管部署

連携部署

民生委員・児童委員、就労支援機関、自立相談
支援機関、保育所・幼稚園、小学校、中学校、
高校、スクールソーシャルワーカー、医療機関、
労働者協同組合

連携機関

連携

周知
申込

訪問
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６．事業のポイント
●対象者の支援体制

●連携先と連携内容

●学習支援の工夫

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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●訪問による迅速で親身な対応

●継続訪問と他機関連携による情報共有

●事業の周知
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７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価

８．今後の課題・展望
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広島県東広島市

広域な市内を訪問と送迎でカバーし、学生ボラン
ティアを利用しながら学習と生活環境を支援

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

18.9万人
635.16㎢
6.58‰

開 始 時 期 学習支援：平成 27（2015）年度、生活支援：平成 29（2017）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、自立相談支援機関を利用した生活困窮者世帯

対 象 年 齢 小学1年生～高校 3 年生

運 営 形 態 集合型：委託、訪問型：直営

実 施 形 態 学習支援：集合型、生活支援：訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、生活支援事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、家庭訪問による対面相談、奨学金等の情報提供・制
度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート

本人の基本情報（氏名、住所、連絡先等）、世帯構成、本人の状況（家庭・学校）、
家庭の状況

実 施 場 所 市中心部の公共施設

事 業 予 算 9,547千円

所 管 部 署 健康福祉部社会福祉課

１．事業概要

No.11 10 ～ 50 万人 直営＋委託 集合型＋訪問型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●学校との連携

●将来の目標を持たせる「仕事発見授業」

●早期発見のための工夫

●学習支援で訪問して生活支援につなげる

●事業設計や利用状況についてのアンケートを実施
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●実施頻度

●利用実数

●委託先と契約方法

●支援スタッフの体制

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 健康福祉部社会福祉課

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署、障害福祉所管部署

連 携 機 関 民生委員・児童委員、社会福祉協議会、就労支援機関、自立支援機関、小学校・中学校、高校、
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、民間企業

実施体制図

健康福祉部社会福祉課

社会福祉協議会

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・自立相談支援機関を利
用した生活困窮者世帯

母子保健部署、児童福
祉部署、教育委員会、
生活保護所管部署、障
害福祉所管部署

連携部署

民生委員・児童委員、社会
福祉協議会、就労支援機関、
自立支援機関、高校、スクー
ルカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、民間企業

連携機関
連携

委託

周知
申込

訪問

参加

小学校・中学校
（利用生徒の在籍する学校）

アンケート  情報共有
民間企業

社会見学

ボランティア団体
教員OB団体協力
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）
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６．事業のポイント

●連携している取組

●周知方法

●利用しやすい工夫
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７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 

成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 

成果測定 

８．今後の課題・展望
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福岡県田川市

教育委員会と共同で集合型の「土曜数学・英語ま
なび塾」と訪問型の就学支援事業を展開

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

4.7 万人
54.55㎢
57.1‰

開 始 時 期 生活支援：平成 24（2012）年度、学習支援：平成 28（2016）年度

対 象 者

土曜数学・英語まなび塾：生活保護受給世帯、生活困窮者世帯、就学援助制度利用世帯、ひ
とり親世帯、その他支援が必要な世帯に周知し積極的な参加を推奨（ただし受講に関しては世
帯要件なく参加可能）
就学促進事業：生活保護受給世帯、生活困窮者世帯

対 象 年 齢 土曜数学・英語まなび塾：市内中学校に在籍する中学生
就学促進事業：小学５年生～高校 3年生

運 営 形 態 直営

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 学習支援事業、就学促進事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別相談、
家庭訪問による対面相談、奨学金等の情報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、
提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート

家族状況、子どもの生活状況（基礎学力、通学状況、授業態度、提出物、家庭学習の習慣、
交友関係、悩み、問題行動、性格、将来の夢、家庭環境問題の所在）、関係機関、支援経
過　等

実 施 場 所 集合型：区の施設の一室
訪問型：対象世帯の自宅や学校、公共施設の一室

事 業 予 算 14,329 千円

所 管 部 署 市民生活部生活支援課自立支援係

１．事業概要

No.12 ３～５万人 直　営 集合型＋訪問型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●自尊感情を高める取組

●訪問型で家庭への支援を実施

●早期発見のための工夫
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●実施頻度

●利用実数

●実施体制

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 市民生活部 生活支援課 自立支援係、教育委員会

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、生活保護所管部署、障害福祉所管部署

連 携 機 関 自立支援機関、小学校、中学校、高校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

実施体制図

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・生活困窮者世帯
・就学援助制度利用世帯
・ひとり親世帯
その他支援が必要な世帯
に周知し積極的な参加を
推奨（ただし受講に関し
ては世帯要件なく参加可
能）

自立支援機関、小学校、
中学校、高校、スクー
ルカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー

連携機関

母子保健部署、児童福
祉部署、生活保護所管
部署、障害福祉所管部
署

連携部署

連携

周知

申込

訪問

参加

市民生活部生活支援課
自立支援係

就学促進事業

教育委員会

土曜数学・英語まなび塾
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

●支援スタッフの体制
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６．事業のポイント
●教育委員会と共同で参加しやすい環境づくり

●事業の周知
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８．今後の課題・展望

●これから取り組む自治体へのアドバイス

７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 
成果測定

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価



78

神奈川県

こども支援員によるアウトリーチ支援と、子どもの健全育
成プログラム策定・改訂による広域的な支援を実施

人 口
面 積
保 護 率

位 置

920万人（県全域）、29万人（郡部保健福祉事務所）
2,416㎢（県全域）、606㎢（郡部保健福祉事務所）
16.64‰（県全域）、12.39‰（郡部保健福祉事務所）

開 始 時 期 平成 22（2010）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、生活困窮者世帯

対 象 年 齢 ０歳～20 歳

運 営 形 態 直営＋委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、居場所事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、居場所や家庭訪問での相談支援・助言、調理実習、企業見学・職業体験、
地域の祭りやボランティア活動への参加、随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別
相談、家庭訪問による対面相談、奨学金等の情報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利
用勧奨、提出資料の作成支援、同行支援等）

アセスメント
/プランシート

通学状況、コミュニケーション、性格、発達、進路、生活リズム、食事、金銭管理、各種手続き、
掃除、身だしなみ、付き合い 等

実 施 場 所 公共施設の一部

事 業 予 算 34,578千円

所 管 部 署 生活援護課

１．事業概要

No.13 都道府県 直営＋委託 集合型＋訪問型



79

２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●アウトリーチ支援の実施

●地域資源を活用し、季節のイベントを中心とした居場所づくりを実施

●子どもの健全育成プログラムの策定
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４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 郡部保健福祉事務所

連 携 部 署 母子保健部署、児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署、障害福祉所管部署等

連 携 機 関 児童相談所、保健所、社会福祉協議会、自立相談支援機関、保育所・幼稚園、小学校、中学校、
高校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、NPO・ボランティア団体等

実施体制図 県生活援護課

社会福祉法人
NPO法人

実施機関
利用者

生活保護受給世帯
生活困窮者世帯

母子保健部署、児童福
祉部署、教育委員会、
生活保護所管部署、障
害福祉所管部署　等

連携部署

児童相談所、保健所、社会福祉協議会、保育所・幼稚園、
小学校、中学校、高校、スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、NPO・ボランティア団体　等

連携機関

連携

周知
申込
訪問

参加

委託

郡部保健福祉事務所

●ケースワーカーと子ども支援員による重層的な支援

統括

申込
自立相談支援機関
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

●利用実数

●支援スタッフの体制

●委託先と契約方法
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６．事業のポイント
●子どもの健全育成プログラムの周知・活用

●子ども支援員による情報連携の関係づくり

●県生活援護課による連携先への周知や協力依頼

●会議での情報共有
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７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 
成果測定 

成果・評価 

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価 

●その他の成果等

８．今後の課題・展望
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奈良県

地域資源を活かして子どもと家庭への支援を実施

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

27.1万人（奈良県福祉事務所管内の町村計）
1746.53㎢（奈良県福祉事務所管内の町村計）
12.34‰（奈良県福祉事務所管内の町村計）

開 始 時 期 学習支援：平成 27（2015）年度（訪問支援については、平成 28（2016）年度）
生活支援：平成 28（2016）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世帯、市町村民税非課税世帯、
ひとり親世帯、生活困窮者世帯、不登校児童がいる世帯

対 象 年 齢 小学1年生～高校 3 年生

運 営 形 態 委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 個別指導型学習支援、居場所事業

生 活 支 援 の
概 要

居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所でのスポーツ・レクリエーション、居場所以外
の場でのスポーツ・レクリエーション、調理実習、随時の対面相談の実施、電話やメールによ
る個別相談、家庭訪問による対面相談、子どもの送迎時における対面相談

アセスメント
/プランシート

支援計画、家庭状況、関係機関（学校・福祉部局等）との情報交換
（支援記録、日々の記録シート等はあるが現場に任せているためプランシートまではない場合も
あり、訪問型からプランシートを始めた）

実 施 場 所 町村の施設の一室等

事 業 予 算
広域型学習支援
地域型生活・学習支援
以上、委託料合計

所 管 部 署 福祉医療部地域福祉課

１．事業概要

No.14 都道府県 委　託 集合型＋訪問型

 5,177千円
  11,805 千円
16,982 千円
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●地域資源を活用し、地域独自の取組を実施

●ソーシャルワーカーを配置して世帯支援と居場所づくりを実施
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●実施頻度

●利用実数（全事業合算）

●委託先と契約方法

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 福祉医療部地域福祉課

連 携 機 関
児童相談所、民生委員・児童委員、町村社会福祉協議会、自立支援機関、保育所・幼稚園、
小学校・中学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、自治会、子ども食堂、
NPO、放課後デイサービス、ボランティア団体

実施体制図

実施機関 利用者

・生活保護受給世帯
・就学援助制度利用世帯
・児童扶養手当受給世帯
・市町村民税非課税世帯
・ひとり親世帯
・生活困窮者世帯
・不登校児童がいる世帯

児童相談所、民生委
員・児童委員、町村
社会福祉協議会、自
立支援機関、保育
所・幼稚園、小学校・
中学校、スクールカ
ウンセラー、スクー
ルソーシャルワー
カー、自治会、子ど
も食堂、NPO、放課
後デイサービス、ボ
ランティア団体

連携機関

周知

申込

訪問

参加

連携
奈良県社会福祉協議会

↓
一部再委託として

町村社会福祉協議会
一般社団法人

福祉医療部地域福祉課
委託
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

●支援スタッフの体制

●支援員の研修
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●福祉と教育の連携

●地域資源の開拓

●早期発見のための工夫

６．事業のポイント

７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定 
成果・評価
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８．今後の課題・展望

●これから事業を始める自治体へのアドバイス
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沖縄県

体験学習やイベントで子ども・保護者と信頼関係構築、
学習支援教室と福祉事務所の連携による支援

人口（規模）
面 積
保 護 率

位 置

33.0万人（沖縄県福祉事務所管内の町村計）
1304.74㎢（沖縄県福祉事務所管内の町村計）
15.43‰

開 始 時 期 学習支援：平成 23（2011）年度
生活支援：平成 27（2015）年度

対 象 者 生活保護受給世帯、就学援助や児童扶養手当の受給世帯・地方税非課税世帯・ひとり親世
帯等の事情を総合的に勘案し、学習・生活支援が必要と判断された世帯

対 象 年 齢 小学1年生～中学 3 年生（過卒生等含む。）

運 営 形 態 直営＋委託

実 施 形 態 集合型＋訪問型

事 業 内 容 学習支援教室での学習・生活支援、学習支援専門員による訪問支援

生 活 支 援 の
概 要

居場所の開放、居場所や家庭訪問での相談支援・助言、居場所でのスポーツ・レクリエーショ
ン、居場所以外の場でのスポーツ・レクリエーション、宿泊型のレクリエーション、調理実習、
企業見学・職業体験、農業体験、大学等学校見学、福祉施設等見学、地域の祭りやボランティ
ア活動への参加、保護者相談会・連絡会・交流会の開催、保護者向け説明会・講座等の開催、
随時の対面相談の実施、電話やメールによる個別相談、、子どもの送迎時における対面相談、
奨学金等の情報提供・制度の紹介、各種制度利用の支援（利用勧奨、提出資料の作成支援、
同行支援等）

アセスメント
/プランシート

学校での成績や提出物の状況、進路希望等のほか、学校・家庭・健康面で気になっている点
等について入塾時からの【面談記録】と毎回の学習状況を記録した【授業記録】を生徒ごとに
綴っている。

実 施 場 所 公共施設の一部や民間物件等を利用して学習支援教室を設置
学習支援専門員による訪問

事 業 予 算 48,289 千円
「子育て総合支援モデル事業」（沖縄振興特別推進交付金活用）と一体実施している

所 管 部 署 子ども生活福祉部保護・援護課

１．事業概要

No.15 都道府県 直営＋委託 集合型＋訪問型
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２．事業の背景

３．生活習慣・環境改善に関する取組

●困難な課題を持つ子ども向けの工夫を実施

●訪問型で家庭の状況を確認

●様々なイベントを実施

●独自授業で自己肯定感を向上 



92

●実施頻度

●利用実数

●委託先と契約方法（令和元 (2019) 年 10月現在）

４．子どもの学習・生活支援事業の実施体制

実 施 機 関 県福祉事務所、子ども生活福祉部保護・援護課

連 携 部 署 児童福祉部署、教育委員会、生活保護所管部署等

連 携 機 関 社会福祉協議会、就労支援機関、自立相談支援機関、学校、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、NPO・ボランティア団体、子ども食堂・フードバンク等

実施体制図

利用者

児童福祉部署、教育委員会、
生活保護所管部署等

連携部署

社会福祉協議会、就労支援
機関、学校、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャ
ルワーカー、NPO・ボランティ
ア団体、子ども食堂・フード
バンク、自立相談支援機関
等

連携機関
子ども生活福祉部
保護・援護課

南部：珊瑚舎スコーレ
中部：エンカレッジ
北部：教育振興会

実施機関

通塾

連携

委託

県福祉事務所
＜専門員＞

周知
申込

支援

・就学援助や児童扶
養手当の受給世帯
・地方税非課税世帯
・ひとり親世帯等を
総合的に勘案し支　
援を要すると判断
された世帯

・生活保護受給世帯

周知
申込
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５．取組のプロセスにおける課題と対応

●立ち上げ

●事業形成（実施）

●現在（継続）

６．事業のポイント

●送迎支援を実施

●保護者との連携を重視

●定期テスト対策と並行して受験対策
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７．事業の成果
●学習支援
目標値設定 

成果測定 

成果・評価

●生活支援
目標値設定 
成果測定　 
成果・評価

●周知・利用者確保の方法
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８．今後の課題・展望
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●事業を開始したきっかけ

●実施体制

●取組内容・ポイント

●今後に向けて

スタートアップ事例の紹介

No.1　秋田県鹿角市 ３～５万人 委　託 集合型

人口： 3.1万人 面積：707.5㎢ 保護率：12.2‰

開始時期：令和元（2019）年度 事業形態：委託（NPO法人） 実施形態：集合型
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●事業を開始したきっかけ

●実施体制

●取組内容・ポイント

●今後に向けて

No.2　群馬県富岡市 ３～５万人 委　託 集合型＋訪問型

人口： 4.8万人 面積：122.85㎢ 保護率：4.6‰

開始時期：平成28（2016）年度～（学習）　　　
　　　　令和元（2019）年度～（生活） 事業形態：委託（社会福祉協議会） 実施形態：集合型＋訪問型 
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●事業を開始したきっかけ

●実施体制

●取組内容・ポイント

●今後に向けて

No.3　広島県府中市 ３～５万人 委　託 集合型＋訪問型

人口： 3.9万人 面積：195.8㎢ 保護率：8.4‰

開始時期：令和元（2018）年度 事業形態：委託（社会福祉協議会） 実施形態：集合型＋訪問型（学習）、 
  訪問型（生活） 
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